
障害者任免状況の公表について 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律第４０条第２項及び同施行規則第４条の１６の

規定に基づき、次のとおり本市における令和５年６月１日現在の障害者任免状況を公表

します。 

 

【雇用率及び職員数等】                （単位：雇用率 ％、職員数 人） 

部局名 市長事務部局 教育委員会 企業局 

実雇用率 ２．８０ ２．５１ ３．０４ 

（法定雇用率） （２．６） （２．５） （２．６） 

障害者である職員数 ６７．５ １３．５ ８．０ 

職員数 ２４０６．５ ５３８．０ ２６３．０ 

雇用すべき職員数 ６２ １３ ６ 

 ※障害者である職員数及び職員数は換算値 

 ※障害の種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であること及び

その障害の程度等が推察されるおそれがあることから、公表を差し控えます。 


